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仕様書 

 

１ 件名 

  有線テレビにおける広報番組制作業務委託 

２ 履行期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 履行場所 

  文京シビックセンター１４階（文京区春日一丁目１６番２１号）企画政策部広報課及び

文京区指定場所 

４ ＣＡＴＶ事業概要 

  区民及び地域へ向けた文京区民チャンネルの番組を制作し、別途区が契約する東京ケ

ーブルネットワーク株式会社（以下「ＴＣＮ」という。）が区内で運営する都市型ケーブ

ルテレビ放送施設等を利用し、放送することにより、行政情報や地域の話題、生活に関す

る情報などを区民に提供するとともに、地域コミュニティの醸成及び活性化を図る。 

  また、区公式 YouTubeチャンネルに動画配信をすることで、行政情報や、区民の生活に

関する情報を発信する。 

５ 委託業務概要 

  受託者は、各種法令を遵守し、次の業務を行うこと。 

 ⑴ 番組制作に関する業務 

 ⑵ 制作番組の納品及び管理に関する業務 

 ⑶ 動画配信に関する業務 

 ⑷ 視聴者を増やす工夫に関する業務 

 ⑸ 施設使用に関する業務 

６ 番組制作に関する業務 

  文京区民チャンネルの番組のうち、区が放送を担当する放送枠で本契約履行期間中に

放送する番組を制作するとともに、制作した番組を本仕様書の別項で定めるとおり納品

する。 

⑴  制作番組の決定 

  ア 受託者は、番組制作について、区とともに企画し、及び立案すること。 

  イ 区及び受託者は、番組制作に向けた全体の協議の場として、編成・企画会議を月２

回程度開催し、制作する番組について協議する。 

  ウ 制作することが決定された個別の番組に関して、区及び受託者の担当者が必要に

応じて打合せを行い、業務を進める。 

  エ 区及び受託者は、協議の上、本年度に制作する番組の種類（番組ジャンル、番組名

及び番組概要）、各番組の時間、年間制作本数及び番組編成について、前年度を基準
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とした年度計画を策定する。 

なお、制作番組の総数は、１９０本程度とする。 

  オ 受託者は、年度計画を遵守し、全体の番組制作を行うこと。ただし、年度途中に事

情の変更等がある場合には、区及び受託者が協議し、年度計画を変更することができ

るものとする。 

 ⑵ 番組内容の基本事項 

   受託者は、以下の「広報番組制作方針」にのっとり、「番組制作の対象となる分野」

の番組を制作すること。 

  ア 広報番組制作方針 

   ａ 区の出来事や政策など、「文京区の今」をスピーディーに伝える番組を制作する。 

   ｂ 地域の情報を吸い上げ、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役のまち『文

の京』」の魅力を伝える番組を制作する。 

   ｃ 区民の日常生活に密接に関わる情報について、信頼性のある番組を制作する。 

   ｄ 区報、ホームページ等他媒体と連携して、区内外に向けて効果的に区の情報を発

信することのできる番組を制作する。 

ｅ 将来的に CATV のみならずアプリ配信など放送媒体が多様化した場合には、そ

の媒体に適した番組を制作し、効果的に区の情報を発信する。 

  イ 番組制作の対象となる分野 

   ａ ニュース番組 

     文京区内での出来事、イベントなど 

   ｂ 行政情報番組 

     区の政策や事業の紹介、催しなどのお知らせ（文字テロップとイメージ画像など

を組み合わせた番組を含む。） 

   ｃ 様々なカテゴリーから文京区の魅力を紹介する番組 

   （例） 子ども、高齢者、健康、安全・安心、歴史、文学、文化・芸術、スポーツ、

町会、学校、地域情報など 

   ｄ 特集その他 

   （例） 講演会、講座、コンサート、演劇、イベントなど 

   ｅ 議会番組 

   ｆ 各種手続マニュアル番組 

   ｇ 特別番組 

     新春特別番組、選挙特別番組、災害特別番組など 

   ｈ ＣＭ番組等 

     番組紹介など 

 ⑶ 番組内容に関する留意点 

  ア 受託者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６
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５号）を踏まえ、誰もが見やすい工夫がされた番組制作を行うこと。 

    その一環として、文字テロップを入れる場合は、ＮＨＫ漢字表記辞典を参照するこ

と。上記⑵イｄ及びｅについても、文字テロップを入れること。 

  イ ワイプ付き手話付番組を制作すること。制作本数については、前年度を基準とし、

区と受託者で協議して決定する。手話付番組の制作に当たって、受託者は、手話通訳

を再委託して行うが、その費用は、委託料に含むものとし、手話通訳者へ支払う謝礼

については、文京区広報番組出演者謝礼支払基準にのっとるものとする。手話通訳に

ついて、手話通訳者が資料を求めた場合には、受託者が用意すること。 

なお、手話通訳者は、文京区手話通訳者派遣事業実施要綱（１８文福障発第１１０

５号）第３条に規定する手話通訳者とすること。 

また、各番組に既に挿入されている字幕については、必要に応じて、区と相談の上、

位置等を調整すること。 

  ウ 制作した広報番組は、文京区民チャンネルで放送するほか、文京区公式チャンネル

（YouTubeチャンネル）において配信しても不具合が生じないような番組内容とする

こと。 

 ⑷ 各番組の企画・承認・準備・進捗管理 

  ア ニュース番組のうち、主として文字により区からのお知らせを提供する番組（以下

「インフォメーション番組」という。）について、受託者は、区が作成したインフォ

メーション番組用の原稿を基にテロップを作成し、区の確認を受けるものとする。 

  イ その他のニュース番組、基本番組及び特別番組について、番組制作に際し、受託者

は、６⑴アで区と立案した企画に基づき、原則として、番組の内容を所管する課（所

管する課がない番組は撮影対象者。以下「主管課等」という。）と事業執行担当者と

の打合せを行い、構成を行うこととする。ただし、事業執行担当者が不要とした場合

は、この限りでない。 

なお、受託者は、構成を作成し、主管課等の承認を得るものとする。また、撮影等

に際し、確認事項がある場合は、必要に応じて主管課等に確認すること。 

番組制作に際し、関係各所への連絡、届出及び申請（著作権確認、資料借用手続を

含む。）は、原則として、受託者が行うものとする。 

    番組制作に際して事業執行担当者が行うことが適当と思われる作業が発生した場

合には、受託者は、確認、申請等にかかる日程に余裕をもって事業執行担当者に依頼

すること。     

  ウ 議会番組について、受託者は、定例議会一般質問初日（２月定例議会にあっては、

区長施政方針演説を行う日。以下同じ。）の前日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日を除く。以下同じ。）までに、

撮影機器、映像用回線及び録音用回線を用いて、区議会議場における撮影・収録に支

障がないかどうかの確認を行うこと。 
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    また、回線の故障等の事情により回線が使用できず、代替手段により撮影・収録を

する場合についても、定例議会一般質問初日の前日までに、区議会議場における撮

影・収録に支障がないかどうかの確認を行うこと。 

    なお、区議会議場における映像用回線は光ケーブルを用いて撮影・収録しているた

め、受託者が対応する機器を用意し、撮影・収録ができるようにすること。 

  エ ＣＭ番組等について、受託者は、区により指示された事業内容に基づき、視聴者の

印象に残る番組となるよう、企画・構成を行うこと。 

なお、構成の段階で、区の承認を得るものとする。 

  オ 受託者は、上記アからエまでについて、番組打合せ終了後、変更が可能な期間の余

裕を持って、撮影前に番組構成、撮影スケジュールを作成し、事業執行担当者の承認

を受けること。特に、事前チェックを複数の主管課等に依頼する必要がある場合は、

主管課等と密に調整し、日程に余裕を持った進捗管理を行うこと。 

また、受託者は、主管課等との調整内容を事業執行担当者に随時報告すること。そ

の際、事業執行担当者が内容の変更を求めた場合には、協議の上対応をすること。 

  カ 受託者は、全番組の質が均等となるように監督し、各番組の納品までの進捗を管理

する者を置くこと。 

 ⑸ 撮影・収録 

  ア 撮影・収録は、受託者が行うものとする。 

  イ 撮影・収録は、原則として、東京２３区内で行うものとし、これを超える場合には、

区と受託者とが協議し、対応を決定する。 

  ウ 番組収録（スタジオ収録・ロケーション収録）において、二つの番組を同時並行で

収録できる体制を整え、必要に応じて同時に最大３台までカメラを使用できる体制

を整えること。ただし、カメラマンは、２人まででも構わない。 

ロケーション収録の都合上、同時に４台以上のカメラを使用しなければならない

場合には、区と受託者が協議し、対応を決定する。 

また、必要に応じてキャスター、レポーター等（同一人物可）が１人以上出演でき

るよう体制を整えること。 

なお、撮影に当たって、演者やエキストラ、特別な撮影場所が必要な場合（再現Ｖ

ＴＲの制作などが考えられる。）は、原則として、全て受託者が手配すること。 

  エ 議会番組の収録に当たっては、カメラ２台で行い、それぞれに専従カメラマンをつ

け、過去の番組を参考に、撮影・収録を行う。番組の撮影・収録方法をやむを得ず変

更する場合は、撮影・収録前に区と協議すること。 

  オ 選挙特別番組の収録に当たっては、過去の番組を参考に、投票所や開票所の様子な

どの映像を織り交ぜ、投票率と開票についてテロッパーによる画面への文字表示な

ども行うこと。 
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また、投票所や開票所の様子について、ＴＣＮが所有する中継用映像伝送機器が借

用できる場合に限り、それぞれ生中継を行う。 

    なお、スタジオ施設等を使用しない場合は、撮影･収録方法及び収録場所を、撮影・

収録前に区と協議すること。 

 ⑹ 撮影の際の肖像権への配慮 

  ア 受託者は、番組収録（スタジオ収録・ロケーション収録）に際しては、区の行政番

組の制作者としての自覚を持ち、被撮影者への肖像権に十分配慮すること。被撮影者

の了解が得られない場合は、該当者を撮影しないよう極力配慮し、編集時に改めて該

当者を番組の映像に入れないようにすること。 

    また、中学生以下の被撮影者を撮影する場合は、原則として、当該撮影により当該

者の姓名が明らかになることがないよう配慮すること。ただし、保護者の了解が得ら

れた場合を除く。 

  イ 受託者は、番組収録（ロケーション収録）に際しては、撮影現場において直接イン

タビューを行うなど被撮影者が特定されるような撮影を行う場合は、放送すること

を前提に収録を行うこと。 

  ウ 被撮影者への肖像権に配慮するため、人物の撮影に当たり、区が直接本人の了解を

得る必要がある等、区の立会いが必要な場合は、同行するものとする。 

 ⑺ 交流自治体間における映像提供 

  ア 区と友好交流の関係にある国内の地方公共団体（以下「交流団体」という。）との

交流促進に資するため、交流団体から、番組制作のために収録した映像及び音声等

（以下「素材等」という。）の提供を受け、区が番組への挿入を依頼した場合は、受

託者は、その趣旨を生かすよう努めること。 

  イ 受託者は、区から素材等に含まれる内容を、交流団体へ提供するよう求められた場

合、支障がない範囲内で、無償で貸与すること。 

 ⑻ 編集・事前チェック 

  ア 受託者は、番組の編集を⑷の過程で決定したそれぞれの番組の制作目的に沿って、

視聴者に分かりやすく、的確に情報が伝わるよう、映像・テロップ・音楽編集等、番

組制作に必要な全ての作業を行うこと。 

また、必要に応じてナレーションを付けること。 

  イ 受託者は、編集後の番組を区が指定する場所に持参し、事業執行担当者及び主管課

等の確認を受けるものとする。確認は、ニュース番組については、スタジオ収録前ま

でに、議会番組については、放送日の３日前までに、その他の番組については、原則

として、放送日の１週間前までに行うものとする。 

なお、その際、事業執行担当者又は主管課等から映像の修正を求められた場合には、

受託者は、可能な限り対応すること。 

  ウ ６⑻イにかかわらず、受託者は、編集後の番組を事業執行担当者及び主管課等のみ
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が確認できるインターネット配信等の方法により配信し、確認を受けることができ

る。この場合において、当該番組を初回放送後１週間以内に当該インターネット配信

等から削除すること。 

 ⑼ 番組編成 

  ア 受託者は、番組編成について、通常は、１週間（月曜日から日曜日まで）を単位と

し、毎週放送の番組、制作完了次第放送する番組、再放送番組等を組み合わせて行う

こと（議会番組や特別番組を除く。）。 

  イ 区政情報のうち、行事やニュース等「文京区の今」をスピーディーに伝える番組を、

隔週月曜日正午から、原則として、生放送で行うこと。 

  ウ 区議会に関し、区議会本会議の一般質問と答弁の模様（２月定例議会については、

区長施政方針演説を含む。）を、区議会本会議の翌週（区議会本会議の一般質問の最

終収録日が木曜日又は金曜日の場合は翌々週）の日曜日から火曜日までの３日間放

送する（月曜日及び火曜日は、日曜日の再放送を行う。）こと。 

  エ 選挙が行われる場合には、投票所ごとの投票率と開票の速報を放送すること。放送

は、選挙当日及び選挙翌日の生放送とする。 

  オ 新春特別番組は、原則として、令和７年１月１日を初回放送とし、令和７年１月３

日まで放送する。再放送については、受託者は、区と協議の上、決定すること。 

  カ 大規模な災害が発生したときなどは、受託者は、区と協議の上、災害特別番組等の

制作を行い、放送すること。発災後２４時間以内にシティスタジオから生放送ができ

る体制を整えること。 

  キ 災害の発生に備え、職員が一人でも放送を行うことができるよう、機器操作マニュ

アルを作成すること。 

ク 通常の番組制作において、必要に応じて生中継による放送を行えるような体制を

整えること。 

  ケ ＣＭ番組等は、区の指示により、各番組のエンディング等に、適宜挿入するものと

すること。 

７ 制作番組の納品及び管理等に関する業務 

 ⑴ 番組放送データの納品及び回収 

   受託者は、完成した番組を完成データとして、ＴＣＮから指定された形式で、原則と

して、放送日３日前の午後５時（ニュース番組については、収録日当日午後５時）まで

に送出センターに送付すること。 

   なお、今後、ＴＣＮからの依頼により、納品方法の変更等について区から協議があっ

た場合は、区の指示に従い、協議に加わるとともに対応すること。 

 ⑵ 区への番組ＤＶＤの納品 

   受託者は、区が指定した番組について、完成した番組のＤＶＤディスクを、初回放送

日以後２週間以内に、区が指定した枚数を納品すること。ただし、契約期間中の納品枚
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数は、合計４００枚を超えない範囲とする。 

 ⑶ 番組の保存及び管理 

  ア 受託者は、完成データを、区が指定した媒体（ブルーレイディスク及びハードディ

スク）に保存し、ハードディスクについては再放送時に速やかに取り出せるようにし、

いずれも検索しやすい形で保管しておくこと。 

  イ 受託者は、完成データのうち、上記６⑵イｂ、ｃ及びｆについては、文字テロップ

の入っていない番組も併せてハードディスクに保存すること。ただし、保存する番組

は、区と協議した 1年度当たり１００本以内の番組とする。 

 ⑷ 交流団体への素材等提供 

   区が交流団体へ素材等を貸与する場合は、受託者は、適切なメディア及びフォーマッ

トにより、区を経由して素材等を貸与すること。 

 ⑸ その他の映像提供 

  ア 区が、区ホームページ等で活用するため、制作した番組の一部について放送用デー

タとして作成を求めた場合、受託者は、必要に応じて再編集を行い、区に納品するこ

と。 

  イ 区が記録用等で、素材等の提供を求めた場合や、動画形式の変換を求めた場合、受

託者は、協議の上、対応を決定すること。 

８ 動画配信に関する業務 

 ⑴ 文京区公式チャンネル 

   制作番組のうち、区と受託者が協議の上決定した番組（上記７⑸アで作成した番組を

含む。）を文京区公式チャンネル（YouTube チャンネル）で動画配信をすること。その

際、必要に応じて、適切な動画形式に変換して配信を行うこと。 

 ⑵ 動画視聴環境の整備 

   動画配信に当たっては、受託者は、スマートフォンでも視聴できる環境を整えるとと

もに、番組ごとに分類した上で、視聴、及び検索しやすい環境を整えること。 

 ⑶ 動画の更新 

   受託者は、動画配信の更新を、番組を初めて放送した週の翌週内に行うこと。 

 ⑷ 区ホームページからのリンク環境の整備 

   受託者は動画配信した番組に区のホームページからもアクセスできるよう、区のホ

ームページを随時更新すること。内容及びレイアウトは受託者が案を作成し、区の承認

を受けること。 

 ⑸ 東京ＭＸ番組配信サービス「エムキャス」用の区広報番組の編集 

   受託者は、文京区民チャンネルで放送した区広報番組のうち区が指定する番組を、下

記＜素材納品時の規格項目＞のとおりにデータ変換し、区が貸与するＵＳＢメモリ１

本に納め、区が指定した時期に納品すること。制作は、１０分番組２本を予定している。 

＜素材納品時の規格項目＞ 
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   ■ 納品素材規格   【ＭＰ４動画データ（720p 2Mbps以上）】 

   ■ ラウドネス基準  平均ラウドネス値【-24LKFS】厳守 

   区が指定する番組の選択等については、事前に事業執行担当者と打合せを行うこと。 

   なお、データ変換用機器類は、受託者が用意すること。 

   また、納品したデータについて、東京ＭＸから規格不適合等につき配信に不具合があ

る旨の連絡があった場合は、修正を行い、再度納品を行うこと。 

９ 視聴者を増やす工夫に関する業務 

 ⑴ 宣伝・ＰＲ活動 

   受託者は、制作番組をより多くの視聴者にご覧いただくため、区の放送時間内、関係

するメディア、ソーシャルネットワークサービス等を用いて、積極的に宣伝やＰＲを行

うものとする。 

 ⑵ ソーシャルネットワークサービスの運用 

   受託者は、文京区民チャンネル専用のソーシャルネットワークサービスを運用し、当

該ページにも動画配信のリンクを貼るなど視聴者を増やす工夫を可能な限り行うこと。 

⑶ 効果の検証 

  受託者は、視聴者の意見・感想を徴取するなど、放送の効果の検証を行うこと。 

 ⑷ マルチビジョンでの放映 

   受託者は、制作番組についてより多くの視聴を促すため、マルチビジョンでの放映を

区が指示した場合は、協議の上、Microsoft windows Media Video形式でのデータ納品

を行うこと。 

10 施設使用に関する業務 

 ⑴ 施設の使用 

   受託者は、番組制作に当たり、原則として文京シビックセンター内の以下のスタジオ

施設等を使用すること。 

 （ａ）シティスタジオ（ｂ）調整室（ｃ）控室（美粧室）（ｄ）制作事務室（ｅ）技術控

室（ｆ）編集室Ａ（ｇ）編集室Ｂ（ｈ）駐車場 

   なお、庁舎の大規模改修等でこれらの設備が使用できなくなる期間については、区と

協議の上、原則として、受託者が代替えの場所を手配すること。 

また、区長や区職員が出演する番組で、収録にスタジオを使用する場合は、原則とし

てシティスタジオを使用すること。ただし番組の効果等に鑑み、区と協議の上変更する

こともできる。 

 ⑵ 番組制作に要する機器等の設置 

  ア 番組制作に要する機器、設備、道具類等、本件業務履行の性質上必要なもの（以下

「機器等」という。）で経常的に使用するものについては、受託者が用意し、その体

制を整えること。 

  イ 受託者は、区と協議の上、機器等をスタジオ施設等に設置することができる。 
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  ウ アに掲げる以外の機器等は、区と受託者とが協議の上決定した機器等を番組に使

用すること。 

なお、映像音声伝送装置（可搬型）については、区の備品を使用することができる。

使用の際は、区の指示に従い、取扱いに十分注意すること。 

  エ ア又はイで受託者が用意し、又は設置した機器等については、受託者の契約期間満

了後、区と受託者とが協議の上、指定した期日までに受託者の責任において撤去し、

原状回復すること。ただし、協議により撤去しないこととしたものについては、この

限りでない。 

11 著作権 

 ⑴ 番組の著作権 

   番組の著作権は、区に帰属する。 

⑵  素材等の著作権 

   映像、音声素材、ナレーション及び制作番組のうち未放送分及び撮影して使用しなか

った映像素材を含む部分等制作されたものの著作権等の権利は、区に帰属するものと

する。 

なお、借用使用した映像素材等については、所有者に帰属する。 

12 経費負担 

 ⑴ 番組制作等に関する経費 

  ア 新春特別番組及び選挙特別番組は、本契約には含まないものとする。 

  イ 番組制作に際し使用する音楽などの著作権使用料については、区がＴＣＮへ負担

する経費以外のものを使用する場合には、番組制作業務の経費として受託者が負担

する。 

  ウ 上記イのほか、各種権利関係に基づく負担金（番組制作に際し必要な資料借用料等）

及び打合せに際し要した経費、食料費、駐車料金（区有施設の駐車場を利用できる場

合等を除く。）、施設借用料（原則として、区有施設を使用し、その他の有償での施設

使用は、区と受託者で協議する。）その他番組制作に係る一切の経費については、文

京区広報番組出演者謝礼支払基準に基づく出演者謝礼を除き、受託者が負担するこ

と。 

 ⑵ 施設使用及び機器等に関する経費 

  ア 10⑴において受託者が使用するスタジオ施設等に係る光熱水費は、区が負担する。 

  イ 機器等及び番組保存用媒体にかかる経費は、番組制作業務の経費として受託者が

負担する。 

13 受託者の責務 

 ⑴ 組織体制等の提出 

   受託者は、本契約を円滑に履行するため、契約締結後速やかに、組織体制を定めて、

区へ提出すること。 
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また、次に掲げる事項を記載した書類を区へ提出し、承認を得るものとする。 

   なお、記載した事項に変更があった場合には、速やかに変更後の書類を提出すること。 

  ア 受託者本社住所・電話番号・ＦＡＸ番号 

  イ プロデューサー・ディレクター・キャスター等氏名・連絡先電話番号・メールアド

レス 

 ⑵ 再委託 

   受託者は、本仕様書に定める番組制作、動画配信等の一部を第三者に委託することが

できる。この場合にあっては、再委託内容及び再委託先が分かる書類を事前に区へ提出

し、承認を得なければならない。 

 ⑶ 守秘義務 

   受託者は、業務の実施上知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。このことは、

契約の解除後及び期間満了後においても、同様とする。 

 ⑷ 信用失墜行為の禁止 

   受託者は、区の信用を失墜する行為をしてはならない。 

 ⑸ 契約期間満了時の協力 

   受託者は、本契約期間満了前に業務の引継ぎを行うなど、次期契約受託者の円滑な業

務開始に誠意を持って協力すること。 

14 損害予防処置等 

 ⑴ 事故発生の処置 

   業務の実施中、業務全体に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に

損害を与えた事故が発生した場合は、直ちに応急処置を行うとともに区へ報告するこ

と。 

   また、事故発生の原因及び経過、事故による被害状況等について、速やかに区へ報告

すること。 

 ⑵ 第三者に及ぼした損害 

   業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受託者が損害を賠償しなければ

ならない。ただし、その損害のうち、区の責めに帰すべき理由により生じたものについ

ては、この限りでない。 

15 支払方法 

  各月検査合格後、受託者の請求書に基づき支払うものとする。 

16 その他 

 ⑴ 本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、区契約事務担当と協議の上決定する。 

 ⑵ ⑴に関することを除く、契約履行上の打合せ事項に関しては、事業執行担当者と行

うこと。 

 ⑶ 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の外、各県条例に規
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定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。なお、適合の確認のために、

当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は

写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 ⑷ 本契約の履行に当たってハイブリッド車等の自動車を使用し、又は使用させる場合

は、車両接近通報装置を備えた自動車を使用するよう努めること。 

 ⑸ 本契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）を遵

守すること。 

 ⑹ 本契約の履行に当たり、文京区情報セキュリティに関する規則（平成15年６月文京

区規則第50号）を遵守すること。 

 ⑺ 本契約の履行に当たり、文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例（平

成20年9月文京区条例第45号）を遵守すること。 

 ⑻ 本契約の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律を遵

守し、また、文京区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

（平成28年３月文京区訓令第13号）の目的等を顧慮し、障害者に対し、障害を理由と

した不当な差別的取扱いをしないこと。また、障害者から社会的障壁の除去を求めら

れた際に、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的な配慮をすること。 

 ⑼ 本契約の履行に当たっては、文京区男女平等参画推進条例（平成25年９月文京区 

条例第39号）第７条及び「性自認および性的指向に関する対応指針（令和３年３月 

31日付2020文総総第1777 号）」を踏まえ、性別（性自認及び性的指向を含む。）に起

因する差別的な取扱いを行わないこと。 

17 連絡先 

   契約事務担当 ：総務部契約管財課契約係 ＴＥＬ：03-5803-1150（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

   事業執行担当者：企画政策部広報課ＣＡＴＶ担当 

           担当 青木  ＴＥＬ：03-5803-1130（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 


